
「平成20年度高知県施設外就労等支援事業費補助金」
の実施について
　高知県では、障害者の一般就労への移行促進や工賃（賃金）水準の向上を目指すため、就労継続支援事業者等障害福祉サービス事業者による「施設外就労（支援）の推進」を目的として、施設外就労（支援）実施時に必要となる経費に対し、補助事業を実施します。
【事業の目的】
本事業は、障害者の一般就労への移行促進や工賃（賃金）水準の向上を目指すため、就労継続支援事業者等障害福祉サービス事業者による「施設外就労（支援）の推進」を目的として事業を実施します。
【各事業内容】

（Ⅰ）施設外就労推進事業

1 事業内容

工賃倍増の推進の一環として、施設外就労を行う事業所に対して助成を行うことにより、一般就労や工賃（賃金）の引き上げに資する取組の促進を図ります。

2 補助対象事業者

就労継続支援事業者（Ａ型、Ｂ型）

3 補助対象

　施設外就労を実施する場合にユニット単位で助成

4 補助単価

1ユニットあたり　4,500円／日

（Ⅱ）施設外就労・施設外支援による一般就労促進事業

1 事業内容

　施設外就労や施設外支援を通じた一般就労へ向けた支援を促進する観点から、施設外就労・施設外支援を行い一般就労に結びついた場合に対して助成を行います。

2 補助対象事業者

就労移行支援事業者、就労継続支援事業者（Ａ型、Ｂ型）

3 補助対象

　施設外就労・施設外支援によって一般就労に結びついた場合に助成
4 補助単価

一般就労した利用者1人あたり10万円（1人1回限り）

【提出書類】
　　１　補助金交付申請書 
　　２　補助金所要額調書 
　　３　補助金実施計画書 
　　４　施設の運営規程等その他必要な資料 
【申請の締め切り】
平成２０年１２月１９日（金）　県障害保健福祉課必着

【交付要綱等】
交付申請にあたっては、下記交付要綱等に詳細がございますのでご覧下さい。提出書類の様式は本助成金交付要綱にありますので、ダウンロードしていただきご利用ください。
１　交付申請にあたっての留意事項（最初にお読みください）　　　　　　　（word形式　PDF形成式）
２　高知県施設外就労等支援事業費補助金交付要綱　　　　　（word形式　PDF形成式）
　３　予算書、決算書様式　　　　　（excel形式）
【送付先及びお問合せ先】
本助成金の申請については、提出書類を整えていただき、下記までご提出願います。 

　　　　　　　　高知県健康福祉部障害保健福祉課　甫喜本（ほきもと）
〒780-8570
高知県高知市丸の内1丁目2番20号
TEL　088-823-9560
FAX　088-823-9260
e-mail：job-support @ken4.pref.kochi.lg.jp 
